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水俣市一般不妊治療(人工授精)費助成

申請難易度

★☆☆☆☆

上限金額

5万円

登録/更新日 2022年9月13日 発行機関 熊本県水俣市 対象地域 熊本県 水俣市 支援種別 補助金

目的

水俣市では、少子化対策の一環として、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため、保険適用となった一般不妊治
療（人工授精）の自己負担分に対する助成を行います。

支援内容

▼対象となる治療・費用
助成の対象となる治療は以下のとおりです。（ただし（1）～（3）の治療は除きます）
・令和4年4月1日以降に医療機関において受けた保険適用の対象となる一般不妊治療（人工授精）における本人負担額
・令和4年3月31日以前に医療機関において受けた保険外診療である一般不妊治療（人工授精）における本人負担額
※ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除く。
(1)夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの
(2)夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
(3)夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た補遺を妻以外の第三者の子宮に注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠するもの

▼申請期限
一般不妊治療（人工授精）を受けた日に属する月の初日から1年間までです。
例：治療を受けた日が令和4年3月31日の場合、申請期限は令和5年2月28日まで

支援規模

上限額：夫婦1組につき5万円

ただし、この制度を利用して妊娠または出産され、さらに次のお子さんを希望され、一般不妊治療（人工授精）を受ける場
合は新たに助成が受けられます。

対象者の詳細

１．医療機関において不妊症と診断された夫婦（事実婚含む）であること。
２．夫及び妻の両方又はいずれか一方が、水俣市に住所を有し、かつ居住している者で今後も居住予定であること。
３．治療開始初日における妻の年齢が4１歳未満であること。
４．治療を受けている夫婦のいずれも市税等の滞納がないこと。
５．水俣市以外の自治体等で同一の助成を受けていないこと。

対象地域



お問い合わせ

いきいき健康課　健康推進室
電話：0966-62-3028
ファックス：0966-62-3670
e-mail： kenko@city.minamata.lg.jp

申請相談ページ j-izumi.com/tascha/coupon

申請相談コード bhqaep

申請支援着手金 要相談

成功報酬 要相談

上記金額の有効期限は2023年7月12日まで

 申請サポート依頼はこちら
情報の泉本部
東京都渋谷区南平台町3-13 新堀ビル３F
TEL:03-6416-0402
HP:https://www.grand2.com
MAIL:support1@j-izumi.com

 

https://j-izumi.com/tascha/coupon?coupon_code=bhqaep

